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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福

祉法施行令の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改

正する法律」（令和４年法律第 104 号）の一部が令和７年 12 月１日に施行される

ことに伴い、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令」（令和７年政令第 387 号）が

本日公布されたところです。 

 本政令の内容は別添１及び別添２のとおりですので、御了知の上、必要に応じ

て関係団体、関係機関等に周知願います。 

 なお、匿名障害福祉等関連情報及び匿名障害児福祉等関連情報の利用等に係る

改正事項については、今後、必要な省令及び府令の改正等を行うこととしており、

その内容は別途通知する予定です。 

 

 

別添１ 官報 

別添２ 政令の内容 

 


